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農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
書
の
提
出

受
付
は
平
成
25
年
１
月
10
日
木
ま
で

　

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
律
に
よ
り
農

業
委
員
会
の
選
挙
権
の
あ
る
人
か
ら
の
申

請
に
基
づ
い
て
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

選
挙
人
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。

　

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
載
は
、
提
出
さ
れ

た
申
請
書
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
の
で

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

書
は
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
住

所
を
有
し
、
平
成
５
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

❶ 

耕
作
面
積
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地

で
耕
作
を
営
む
方

❷ 

❶
の
配
偶
者
ま
た
は
同
居
の
親
族

で
、
年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に

従
事
す
る
方

❸ 

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作
を

営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合
員
、
社
員

ま
た
は
株
主
で
、
年
間
お
お
む
ね
60
日

以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

●
申
請
書
の
配
布

関
係
す
る
世
帯
に
は
12
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
選
挙
権
の
あ
る
方
で
申
請
書

が
届
か
な
い
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
申
請
書
の
提
出

平
成
25
年
１
月
10
日
（
木
）
ま
で
に
、

農
業
委
員
会
へ
直
接
ま
た
は
郵
送
に
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
さ
れ
る
申
請
書
に
は
、
返
信
用

封
筒
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

▼
選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
）
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家
族
経
営
協
定
を
結
び
ま
せ
ん
か

み
ん
な
が
働
き
や
す
い
環
境
を
つ
く
り

経
営
・
暮
ら
し
に
生
か
し
ま
し
ょ
う

　

家
族
経
営
協
定
と
は
、
家
族
農
業
経
営

に
携
わ
る
各
世
帯
員
が
、
意
欲
と
や
り
が

い
を
持
っ
て
経
営
に
参
画
で
き
る
魅
力
的

な
農
業
経
営
を
目
指
す
た
め
の
も
の
で

す
。
労
働
時
間
や
休
日
、
農
作
業
の
役
割

分
担
、
報
酬
、
将
来
の
目
標
な
ど
、
家
族

み
ん
な
が
働
き
や
す
い
就
業
環
境
に
つ
い

て
、
家
族
間
で
十
分
な
話
し
合
い
を
行
い

決
め
た
こ
と
を
文
書
化
し
ま
す
。　

◆
文
書
化
す
る
こ
と
で
、
家
族
の
暗
黙
の

ル
ー
ル
だ
っ
た
も
の
を
お
互
い
に
再
確

認
で
き
、
農
業
経
営
の
発
展
に
つ
な
が

り
ま
す
。

◉
家
族
経
営
協
定
の
手
順

①
現
状
を
見
直
す

　

家
族
の
話
し
合
い
で
、
経
営
や
暮
ら
し

の
現
状
を
見
つ
め
直
す
。
家
族
の
就
業
条

件
・
生
活
条
件
の
課
題
、
経
営
上
の
改
善

す
べ
き
点
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。

②
対
応
策
を
検
討
す
る

　

家
族
の
就
農
意
欲
の
向
上
や
経
営
内
で

の
立
場
を
明
確
に
す
る
た
め
の
対
応
策
を

考
え
る
。
ま
た
、
簿
記
記
帳
な
ど
の
計
数

管
理
を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
経
営
目
標

や
方
針
を
検
討
す
る
。

③
協
定
書
に
調
印
す
る

　

話
し
合
い
に
基
づ
き
、
経
営
や
暮
ら
し

の
実
態
に
あ
っ
た
協
定
書
を
作
成
す
る
。

④
協
定
内
容
の
点
検
・
充
実
を
図
る

　

協
定
締
結
後
は
、
協
定
内
容
の
実
施
状

況
を
点
検
し
た
り
、
協
定
書
を
生
か
し
、

家
族
内
の
話
し
合
い

を
進
め
た
り
す
る
な

ど
、
絶
え
ず
経
営
や

暮
ら
し
の
改
善
・
充

実
に
努
め
る
。

　

☎23局3519／FAX22局3817

目標が明確になり、責任
感が生まれ、やる気アッ
プにつながります。また、
農業者年金に加入した方
は、年金保険料の国庫補
助（最大で月１万円）が
受けられる場合や、農業
改良資金などの貸付を受
けやすくなるなどのメ
リットがあります。
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